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特定最低賃金適用事業所数及び適用労働者数  

茨 城 労 働 局    

 

業   種 産  業  分  類 

令和３年算定特定最賃 

適用事業所数・労働者数 

令和４年算定特定最賃 

適用事業所数・労働者数 特 定 最 低 賃 金 

効力発生年月日 
使用者 労働者 使用者 労働者 

鉄鋼業 Ｅ２２ 鉄鋼業  １８０ ９，０９５ １７４ ８，８３１ 
（１，００４円） 

令和４年12月31日 

はん用機械器具、生産用機械器具、

業務用機械器具製造業 

Ｅ２５、Ｅ２６、 

Ｅ２７１、Ｅ２７２、

（除：適用除外） 

はん用機械器具、生産用機械器具、業

務用機械器具製造業（除：適用除外） 
 ９６７ ４０，６９６ ８８９ ３２，６７６ 

（９６４円） 

令和４年12月31日 

計量器・測定器・分析機器・試験機・

理化学機械器具、医療用機械器具・

医療用品、光学機械器具・レンズ、

電子部品・デバイス・電子回路、電

気機械器具、情報通信機械器具、時

計・同部分品製造業 

Ｅ２７３、Ｅ２７４、 

Ｅ２７５、Ｅ２８、 

Ｅ２９、Ｅ３０、 

Ｅ３２３（除：適用

除外） 

計量器・測定器・分析機器・試験機・

理化学機械器具、医療用機械器具・医

療用品、光学機械器具・レンズ、電子

部品・デバイス・電子回路、電気機械

器具、情報通信機械器具、時計・同部

分品製造業（除：適用除外） 

 

 ８８７ 

 

３４，４１８ ８１４ ３０，３６０ 
（９６１円） 

令和４年12月31日 

各種商品小売業 Ｉ５６ 各種商品小売業   ４６ ６，０２１ ３３ ４，２１５ 
（８８１円） 

令和３年12月31日 
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・特定最低賃金適用使用者数については、「平成28年経済センサスー活動調査、令和２年次フレーム」から算出した数に
当局で把握した新規事業場数、廃止事業場数を加除し算出した推測数である。

H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度

鉄鋼業 218 181 180 180 174

機械器具製造業等 1,056 964 963 967 889

電気・精密機械器具等製造業 941 886 886 887 814

各種商品小売業 48 45 46 48 33
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特定最低賃金４業種適用使用者数の推移

鉄鋼業

機械器具製造業等

電気・精密機械器具等製
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H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度

鉄鋼業 10,320 8,900 8,740 9,095 8,831

機械器具製造業等 32,870 36,700 33,940 40,696 32,676

電気・精密機械器具等製造業 41,310 33,130 30,140 34,418 30,360

各種商品小売業 5,610 5,100 4,820 6,021 4,215

10,320 

8,900 8,740 9,095 8,831 

32,870 

36,700 

33,940 

40,696 

32,676 

41,310 

33,130 

30,140 

34,418 

30,360 

5,610 5,100 4,820 

6,021 

4,215 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

特定最低賃金４業種 適用労働者数の推移
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電気・精密機械器具等製造

業
各種商品小売業

（人）
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都道府県 地賃ランク 改正前時間額 改正後時間額 引上げ額 効力発生日 備考
令第6条5
項適用

愛　知 Ａ 996 1018 22 無

千　葉 Ａ 1023 1054 31 有

大　阪 Ａ （996） - - - （必要なし） -

神奈川 Ａ (874) - - - （必要なし） -

東　京 Ａ (871) - - - （必要なし） -

兵　庫 Ｂ 992 1024 32 有

広　島 Ｂ 995 1024 29 無

静　岡 Ｂ 954 979 25 非鉄金属を含む 有

茨　城 Ｂ 975 1004 29 有

福　岡 Ｃ 980 1010 30 有

北海道 Ｃ 979 1000 21 有

岡　山 Ｃ 985 1010 25 有

山　口 Ｃ 995 1024 29 非鉄金属を含む 有

和歌山 Ｃ 977 1008 31 有

群　馬 Ｃ 946 976 30 有

宮　城 Ｃ 953 983 30 有

大　分 Ｄ 981 1010 29 有

島　根 Ｄ 954 987 33 有

青　森 Ｄ 929 958 29 無

岩　手 Ｄ 878 908 30 金属製品を含む 無

令和４年度 特定最低賃金改正状況

鉄鋼業最低賃金
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都道府県 地賃ランク 改正前時間額 改正後時間額 引上げ額 効力発生日 備考
令第6条
5項適用

愛　知 Ａ （968） - - - （必要性なし） －

大　阪 Ａ 997 1028 31 金属製品、輸送機械を含む 有

千　葉 Ａ (922) - - - （必要性なし） －

神奈川 Ａ (857) - - - （申し出なし） －

東　京 Ａ (832) - - - （申し出なし） －

静　岡 Ｂ 970 995 25 輸送機械を含む 無

兵　庫 Ｂ 960 993 33 有

滋　賀 Ｂ 953 978 25 無

広　島 Ｂ 958 984 26 無

栃　木 Ｂ 939 970 31 有

長　野 Ｂ 927 956 29 輸送機械を含む 有

富　山 Ｂ 934 960 26 輸送機械を含む 有

茨　城 Ｂ 935 964 29 有

岡　山 Ｃ 952 972 20 有

香　川 Ｃ 970 1000 30 有

石　川 Ｃ 946 971 25 金属製品、電気機器を含む 有

徳　島 Ｃ 945 977 32 有

奈　良 Ｃ （905） - - - （必要性なし） －

群　馬 Ｃ 935 965 30 有

福　井 Ｃ 874 915 41 無

愛　媛 Ｄ 957 963 6 有

長　崎 Ｄ （875） - - - 輸送機械を含む
（必要性なし） －

島　根 Ｄ 930 963 33 有

佐　賀 Ｄ 896 929 33 有

山　形 Ｄ 888 919 31 無

令和４年度特定最低賃金改正状況

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金
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都道府県 地賃ランク 改正前時間額 改正後時間額 引上げ額 効力発生日 備考
令第6条
5項適用

神奈川 Ａ (890) - - - （申し出なし） －
埼　玉 Ａ 981 1013 32 無
千　葉 Ａ 981 1013 32 有
大　阪 Ａ （994） - - - （必要性なし） －
愛　知 Ａ (901) - - - （必要性なし） －
東　京 Ａ (829) - - - （申し出なし） －
京　都 Ｂ 957 986 29 無
静　岡 Ｂ 939 964 25 有
滋　賀 Ｂ 939 965 26 精密機械を含む 無
栃　木 Ｂ 940 971 31 有
山　梨 Ｂ 934 959 25 無
三　重 Ｂ 927 952 25 無
兵　庫 Ｂ 930 961 31 有
長　野 Ｂ 916 945 29 精密機械を含む 有
茨　城 Ｂ 932 961 29 精密機械を含む 有
広　島 Ｂ 924 953 29 無
富　山 Ｂ 879 910 31 有
福　岡 Ｃ 947 977 30 有
新　潟 Ｃ 936 965 29 有
群　馬 Ｃ 935 965 30 有
奈　良 Ｃ （891） - - - （必要性なし） －
岐　阜 Ｃ 907 929 22 有
香　川 Ｃ 913 942 29 有
徳　島 Ｃ 911 942 31 有
北海道 Ｃ 924 955 31 有
山　口 Ｃ 921 948 27 有
石　川 Ｃ 896 923 27 有
岡　山 Ｃ 904 932 28 有
福　井 Ｃ (857) - - - （必要性なし） －
宮　城 Ｃ 890 919 29 有
愛　媛 Ｄ 921 947 26 有
山　形 Ｄ 872 903 31 無
福　島 Ｄ 856 880 24 有
佐　賀 Ｄ 867 900 33 有
秋　田 Ｄ 861 891 30 有
青　森 Ｄ 859 888 29 無
長　崎 Ｄ （864） - - - （必要性なし） －
鳥　取 Ｄ 825 859 34 有
大　分 Ｄ 864 896 32 有
熊　本 Ｄ 863 896 33 有
岩　手 Ｄ 847 877 30 無
島　根 Ｄ 853 882 29 有
高　知 Ｄ （793） - - - （必要性なし） －
鹿児島 Ｄ （842） - - - （必要性なし） －
宮　崎 Ｄ （831） - - - （必要性なし） －

都道府県 地賃ランク 改正前時間額 改正後時間額 引上げ額 効力発生日 備考
令第6条
5項適用

埼　玉 Ａ 990 1022 32 無
千　葉 Ａ (887) - - - （必要性なし） －
愛　知 Ａ (875) - - - （必要性なし） －
兵　庫 Ｂ 931 963 32 有
栃　木 Ｂ 940 971 31 有
福　島 Ｄ （889） - - - （必要性なし） －
岩　手 Ｄ 856 886 30 無

精密機械器具製造業（業務用機械器具、その他の製造業）   関係

電気機械器具製造業（電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業）関係

令和４年度　特定最低賃金改正状況

計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、
光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機
械器具、時計・同部分品製造業最低賃金
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都道府県 地賃ランク 改正前時間額 改正後時間額 引上げ額 効力発生日 備   考
令第6条
5項適用

埼　玉 Ａ (849) － － － （申し出なし） －

千　葉 Ａ (848) － － － （申し出なし） －

愛　知 Ａ (847) － － － （申し出なし） －

京　都 Ｂ （938） － － － （必要性なし） －

静　岡 Ｂ (886) － － － （申し出なし） －

広　島 Ｂ （903） － － － （必要性なし） －

栃　木 Ｂ (874) － － － （申し出なし） －

茨　城 Ｂ （881） － － － （申し出なし） －

滋　賀 Ｂ (840) － － － （必要性なし） －

長　野 Ｂ 879 910 31 有

兵　庫 Ｂ (797) － － － （申し出なし） －

岡　山 Ｃ 893 910 17 有

新　潟 Ｃ （842） － － － （必要性なし） －

青　森 Ｄ 852 882 30 無

岩　手 Ｄ (767) － － － （申し出なし） －

愛　媛 Ｄ 822 854 32 有

沖　縄 Ｄ (770) － － － （必要性なし） －

鳥　取 Ｄ (718) － － － （必要性なし） －

大　分 Ｄ (716) － － － （必要性なし） －

宮　崎 Ｄ (705) － － － （必要性なし） －

都道府県 地賃ランク 改正前時間額 改正後時間額 引上げ額 効力発生日 備考
令第6条
5項適用

千　葉 Ａ － － － － 新設 －

愛　知 Ａ － － － － 新設 －

富　山 Ｂ 890 915 25 有

福　岡 Ｃ (897) － － － （必要性なし） －

石　川 Ｃ 890 915 25 有

福　井 Ｃ (840) － － － （必要性なし） －

和歌山 Ｃ （869） － － － （必要性なし） －

山　口 Ｃ 875 907 32 有

岩　手 Ｄ (800) － － － （必要性なし） －

島　根 Ｄ (750) － － － （申し出なし） －

熊　本 Ｄ (796) 855 59 有

鹿児島 Ｄ (693) － － － （申し出なし） －

令和４年度特定最低賃金改正状況

各種商品小売業　最低賃金

百貨店、総合スーパー　最低賃金
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令和４年度における地方最低賃金審議会の公開状況
公開

会議の
傍聴

議事内容の公開
議事内容
のHP掲載

会議の
傍聴

議事内容の公
開

議事内容
のHP掲載

会議の
傍聴

議事内容の公開
議事内容
のHP掲載

会議の
傍聴

議事内容の公
開

議事内容
のHP掲載

北海道 ○ 議事録 ○ △ 議事要旨 ○ 三重 ○ 議事録 ○ × 議事録 ○

青森 ○ 議事録 ○ △ 議事録（一部） ○ 滋賀 ○ 議事録 ○ × 議事要旨 ○

岩手 ○ 議事録 ○ × 議事要旨 ○ 京都 △ 議事録 ○ × 議事要旨 ○

宮城 ○ 議事録 ○ × 議事要旨 ○ 大阪 ○ 議事録 ○ × 議事要旨 ○

秋田 ○ 議事録 ○ △ 議事要旨 ○ 兵庫 △ 議事録 ○ △ 議事録 ○

山形 △ 議事録（一部） ○ △ 議事録（一部） ○ 奈良 △ 議事録（一部） ○ △ 議事録（一部） ○

福島 △ 議事録（一部） ○ × 議事要旨 ○ 和歌山 △ 議事録 ○ △ 議事録（一部） ○

茨城 △ 議事録（一部） ○ × 議事要旨 ○ 鳥取 ○ 議事録 ○ ○ 議事録 ○

栃木 △ 議事録 ○ × 議事要旨 ○ 島根 △ 議事録（一部） ○ × 議事要旨 ○

群馬 ○ 議事録 ○ × 議事録 ○ 岡山 △ 議事録（一部） ○ △ 議事録（一部） ○

埼玉 ○ 議事録 ○ △ 議事録 ○ 広島 △ 議事録（一部） ○ △ 議事録（一部） ○

千葉 ○ 議事録 ○ × 議事録 ○ 山口 △ 議事録（一部） ○ × 議事要旨 ○

東京 ○ 議事録 ○ × 議事要旨 ○ 徳島 ○ 議事録 ○ × 議事要旨 ○

神奈川 △ 議事録（一部） ○ × 議事要旨 ○ 香川 ○ 議事録 ○ △ 議事録（一部） ○

新潟 △ 議事録 ○ × 議事録 ○ 愛媛 △ 議事録（一部） ○ △ 議事録（一部） ○

富山 ○ 議事録 ○ × 議事要旨 ○ 高知 ○ 議事録 ○ △ 議事録（一部） ○

石川 ○ 議事録 ○ × 議事要旨 ○ 福岡 △ 議事録（一部） ○ × 議事要旨 ○

福井 △ 議事録 ○ △ 議事要旨 ○ 佐賀 ○ 議事録 ○ × 議事要旨 ○

山梨 △ 議事録（一部） ○ △ 議事録（一部） ○ 長崎 △ 議事録（一部） ○ × 議事要旨 ○

長野 △ 議事録 ○ △ 議事録（一部） ○ 熊本 ○ 議事録 ○ × 議事要旨 ○

岐阜 ○ 議事録 ○ × 議事要旨 ○ 大分 △ 議事録 ○ △ 議事録（一部） ○

静岡 △ 議事録（一部） ○ × 議事要旨 ○ 宮崎 △ 議事録 ○ × 議事要旨 ○

愛知 ○ 議事録 ○ × 議事要旨 ○ 鹿児島 ○ 議事録 ○ × 議事録 ○

沖縄 ○ 議事録 ○ △ 議事要旨 ○

○24 議事録33 ○47 ○1 議事録8 ○47

△23 議事録（一部）14 △0 △18 議事録（一部）12 △0

×0 議事要旨0 ×0 ×28 議事要旨27 ×0

本審 専門部会本審 専門部会
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事業場内の最低賃金（事業場内で最も低い時間給）を一定額以上引
き上げるとともに、生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業・小
規模事業者に対し、その設備投資等に要した費用の一部を助成する。

賃金
引上げ

設備投資等に
要した費用の
一部を助成

設備
投資等

【対象事業場】
以下の２つの要件をすべて満たす事業場
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
・事業場規模100人以下

①これまで特例的に拡充してきた設備投資等の範囲が適用される事業者に

ついて、原材料費等の高騰の影響を受けている事業者にも拡充・設備の範

囲を拡充（赤字が今回の拡充内容）。

助
成
対
象
の
例

▶ POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
▶ リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

設備投資

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

その他 ▶ 店舗改装による配膳時間の短縮

▶ 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上

業務改善助成金の拡充について

870円
未満

870円以上
920円未満

920円
以上

9/10 4/5(9/10) 3/4(4/5)

（）内は生産性要件を満たした事業場の場合

コロナ禍で特に業況が厳しい事業者・原材料費の高騰など社会的・経済的環境
の変化等外的要因により利益率が３％ポイント以上低下した事業者に限り、
自動車、PC等を対象として認める。
・乗車定員７人以上又は200万円以下の乗用自動車及び貨物自動車等
・パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器の新規導入

コロナ禍で特に業況が厳しい事業者・原材料費の高騰など社会的・経済的環境
の変化等外的要因により利益率が５％ポイント以上低下した事業者を対象に、
生産性向上に資する設備投資等に「関連する費用」（広告宣伝費、机・椅子の
増設等）も助成対象として認める。

通
常
コ
ー
ス

特
例
コ
ー
ス

※ 上記のほか、引き上げ労働者数及び賃金引上げ幅に応じ、助成上限額あり。

②助成率について、最低賃金が相対的に低い地域の事業者に対

しては引上げ （赤字が今回の拡充内容）。

通
常
コ
ー
ス

特
例
コ
ー
ス

920円未満 920円以上

4/5 3/4

中央最低賃金審議会答申（令和４年８月２日）を踏まえ、９月１日より以下の事業者を対象とした支援を拡充した。
・原材料費等の高騰の影響を受けている事業者
・最低賃金が相対的に低い地域の事業者

業務改善助成金の概要

主な拡充内容

6
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２ 事業の概要・スキーム、実施主体等

最低賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、事業場内最低賃金（事業場内で最も低い時間給）の引き上げを図る
中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取組を支援する。

１ 事業の目的

業務改善助成金
令和４年度第二次補正予算額 100億円（令和４年度予算額137.6億円、令和５年度予算案10億円）

生産性向上に資する設備投資などを実施し業務改善を行うとと
もに、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる中小企業・小規
模事業者に対し、その業務改善に要した経費の一部を助成する。

賃金
引上げ

設備投資等に要した
費用の一部を助成設備投資等

引き上げる
労働者数

引上げ額

30円 45円 60円 90円

1人 30→60 45→80 60→110 90→170

2～3人 50→90 70→110 90→160 150→240

4～6人 70→100 100→140 150→190 270→290

7人以上 100→120 150→160 230 450

10人以上(※) 120→130 180 300 600

【事業概要】 ①【助成上限額】（事業場規模30人未満の事業者が対象）

（※）事業場内最低賃金が920円未満の事業者、コロナの影響により売上高等が15％減少した事

業者又は物価高騰等により利益率が３％ポイント以上低下した事業者のいずれか

【拡充内容】
①[助成上限額]：特に最賃引上げが困難と考えられる「事業場規
模30人未満の事業者」に対して、助成上限額を引上げ

②[助成対象経費]：特例事業者の助成対象経費を拡充
③事業場規模を100人以下とする要件を廃止

（単位：万円）

②【特例事業者の助成対象経費の拡充】

拡
充

特例対象事業場 対象経費

コロナの影響により売上高等が１５％以上減少
した事業場

又は
原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化
等外的要因により利益率が３％ポイント以上低
下した事業場

定員７人以上又は
200万円以下の自動
車、貨物自動車、パ
ソコン等の端末及び
周辺機器

＋
「関連する経費」

【助成率】

【対象事業場】

・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内

870円未満 870円以上920円未満 920円以上

9/10 4/5(9/10) 3/4(4/5)

（）内は生産性要件を満たした事業場の場合

３ 助成対象の例 ４ 事業実績

◆ 交付決定件数：3,859件
◆ 執行額：28.9億円 ※ 令和３年度実績

設備
投資

▶ POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
▶ リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

ｺﾝｻﾙ
ﾃｨﾝｸﾞ

その他 ▶ 店舗改装による配膳時間の短縮

▶ 専門家による業務フロー見直しによる
顧客回転率の向上
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○ 賃金の底上げを含めた賃上げしやすい環境整備と生産性向上を促進するため、日本政策金融
公庫による企業活力強化貸付（働き方改革推進支援資金）を引き続き措置し、事業場内最低賃
金の引上げに取り組む者に対して、設備資金や運転資金の融資を行う。

○ 助成金との併用（自己負担分のための融資）にも活用可能

日本政策金融公庫による融資
【企業活力強化貸付（働き方改革推進支援資金）】

貸付対象 事業場内最低賃金を2％以上引き上げる者

資金使途 設備資金及び（長期）運転資金

貸付利率

特別利率①
※ 特別利率①は基準利率から年利が0.4％引下げとなる。
※ 基準利率は中小企業事業1.20％、国民生活事業2.15～3.15％（令和５年１月４日現在。中小企
業事業は貸付期間5年の標準的な利率。実際の適用利率は、信用リスク（担保の有無を含
む。）等に応じて所定の利率が適用。国民生活事業は担保を不要とする融資を希望する場
合。）

貸付限度額

中小企業事業 ： 7億2000万円※１（うち長期運転資金2億5000万円※２）
※１ 特別利率①の限度額 ： 2億7000万円
※２ 令和５年度からは長期運転資金についての貸付限度額２億５千万円を撤廃。

国民生活事業 ： 7200万円（うち運転資金4800万円）※３
※３ 国民生活事業は令和４年３月３１日で終了。

貸付期間
設備資金 ： 20年以内（うち据置期間2年以内）
（長期）運転資金 ： 7年以内（うち据置期間2年以内）

※ 日本政策金融公庫による融資である【生活衛生貸付】においても、事業場内最低賃金を2％以上引き上げる者につ
いて特別利率の適用対象とされている。

公開
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